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令和６年度 山口市地域包括支援センターの運営方針(案) 
 

Ⅰ 運営方針策定の趣旨 

山口市地域包括支援センター運営方針は、地域包括支援センターの目的や、運営の基本
方針を明確にすることで、業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的に策定します。 

 

Ⅱ 地域包括支援センターの目的 

○地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を総合的・包括的に
支援することを目的として、必要な相談・援助を行うとともに、介護保険法で求められて
いる包括的支援事業を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置し
ています。 

○地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられ
るよう、その有する能力に応じ、自立した日常生活の支援、要介護状態等にならないため
の予防、個々の状況や変化に応じた介護・医療等の様々なサービスを継続して提供するこ
とで、地域包括ケアシステムを推進し、地域共生社会の実現を目指します。 

 

Ⅲ 地域包括支援センター運営上の基本指針 

 １ 運営上の基本的な視点 
（１）公益性 
○地域包括支援センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、
公正で中立性の高い事業運営を行います。 

○地域包括支援センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や国・県・市の公費に
よって賄われていることを十分理解した活動を行います。 

 
（２）地域性 
○地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの体制を支える中核的な機関とし
て、担当地域の特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行います。 

○地域の住民や関係団体、サービス利用者等の意見を幅広く聞き、日々の活動に反映させ
るとともに、地域が抱える課題を把握し、解決に向けて取り組みます。 

 

（３）協働性 
○地域包括支援センターに配置した保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職
種は、業務の理念や方針を理解し、常に情報共有を行い、連携・協働の運営体制を構築
するとともに、チームで業務を遂行します。 

○地域の保健・福祉・医療の専門職やボランティア、民生委員・児童委員等の関係者と連
携を図り活動します。 



2 
 

 ２ 市との連携 
     〇市直営の基幹型地域包括支援センター(以下「基幹型センター」)及び、委託型の地域

型地域包括支援センター（以下「地域型センター」）は、市の関係部署との連携を密
に行い、連絡会議等を通じて業務の連絡・調整を図るとともに、各地域包括支援セン
ター間の連携を図ります。 

    〇地域型センターは各業務の実施や運営にあたり、支援が必要な場合には基幹型セン
ターへ相談や助言を求めます。基幹型センターは、地域型センターの業務が円滑に実
施できるように後方支援を行うとともに、統括的な役割を担います。 

   〇各地域包括支援センターから市へ提出された事業計画、実績報告、自己評価の結果等
を山口市地域包括支援センター運営協議会に報告し、運営に対する意見を踏まえ、公
正かつ中立的な運営に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ地域包括支援センターが行う事業の実施方針 

１ 共通事項 
（１）事業計画の作成及び重点的取組の設定 

   〇地域包括支援センターは、市から示された市全体で取り組む重点的取組に加え、担当
圏域の統計的データや、日々の業務から把握した地域課題を明らかにし、地域特性に
あった取組を設定するとともに、事業計画を作成します。 

   〇事業計画の作成にあたっては、前年度業務の評価結果等から改善すべき事項を計画に
反映させます。 

 
(２）法令遵守 

    〇地域包括支援センターの運営にあたっては関係法令等の遵守を徹底します。 
 
 (３）苦情対応 
      〇地域包括支援センターに対する苦情を受けた場合には、懇切丁寧に説明を行うとと 

もに、誠意をもって対応し、内容及び対応結果を書面により市へ報告します。 
 

北東部圏域 鴻南圏域 南部圏域

北東
地域包括

支援センター
平成２３年度設置

中央
地域包括

支援センター
平成２１年度設置

鴻南
地域包括

支援センター
平成２３年度設置

川東
地域包括

支援センター
平成２２年度設置

川西
地域包括

支援センター
平成２３年度設置

中央部圏域

山口市基幹型地域包括支援センター

地域ケア体制整備・統括・措置関連業務

徳地圏域 阿東圏域
山口市基幹型
地域包括支援

センター
徳地分室

山口市基幹型
地域包括支援

センター
阿東分室

川西第２
地域包括

支援センター
令和４年度設置

北東第２
地域包括

支援センター
令和４年度設置

令和６年度の体制



3 
 

２ 各事業の実施方針 
 
（１）総合相談支援業務 

高齢者等に関する様々な相談に応じ、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、
関係機関又は制度の利用に繋ぐとともに、高齢者の実態把握や専門的・継続的な支援の
ために必要となるネットワークの構築を行います。 

①総合相談 
・年齢や属性を問わず、相談者の状況に応じた適切な機関・制度・サービス等の情報提供
を行うとともに、地域住民が気軽に相談でき、適切な保健・医療・福祉サービス等に繋
げるワンストップの総合相談の拠点としての機能を果たします。また、各地域包括支援
センターに併設する「まちの福祉相談室」と連携を行い、必要な機関と協働して適切な
相談・支援を行います。 

・介護家族への支援強化として、介護離職防止に向けた相談を行い、制度や活用できるサ
ービス等の情報提供、ヤングケアラーの支援を行う機関との連携等、必要な取組を行い
ます。 

 

②ネットワークの構築 
･高齢者の生活を支えるために、行政機関、医療機関、介護サービス提供事業者、民生委 
員・児童委員や地域の関係者等との既存のネットワークを強化し、高齢者の状況に合っ 
たサービスや地域活動に繋げられるよう、きめ細やかな相談・支援、継続的な見守り等 
を実施します。 

 

③実態把握 
･日々の活動を通じて、地域の高齢者の心身の状況や生活実態等を積極的に把握し、顕在 
化していない地域のニーズや課題を明らかにし、早期に対応できるよう努めます。 

 
（２）権利擁護業務 

高齢者が尊厳ある生活を維持し、安心して生活することができるよう、専門的・継続
的な視点から権利擁護のために必要な支援を行います。 

    
① 高齢者虐待の防止 
・高齢者虐待の早期発見・早期対応を行うため、市民、民生委員・児童委員及び介護サー
ビス提供事業者等に虐待防止のための普及啓発を引き続き行います。 

・地域型センターと基幹型センターが連携し、虐待への適切かつ迅速な対応に努めます。 
 
②権利擁護の推進 
・高齢者虐待や消費者被害等の権利擁護に関する相談・支援を関係機関と連携して行うと
ともに、未然防止に向け、高齢者への啓発活動に努めます。 
・認知症等により判断力の低下が見られる場合には、適切な介護サービス利用や金銭管理、
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法律行為などができるよう、山口市成年後見センターや市社会福祉協議会等の関係機関
と連携し、成年後見制度等の活用に向けた支援を行います。 

 
 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 
健康、身体機能、認知機能、住環境等、様々な課題を抱える高齢者の個々の状況や変

化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、介護支援専門員、主治
医、地域の関係機関等の連携、介護施設との連携など、多職種相互の協働等により連携
する体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行います。 

 

①地域包括支援ネットワークの構築 
・高齢者一人ひとりの状態に応じた支援ができるよう、地域の保健・医療・福祉サービス 
提供機関、民生委員・児童委員協議会及びインフォーマルサービス等の様々な社会的資 
源が有機的に連携できるよう環境整備に取り組みます。 

 
②介護支援専門員への支援 
・介護支援専門員が抱える事例等について、関係機関と連携し専門的見地から助言等を行
い、実践力向上の支援を行います。 

・地域の介護支援専門員が介護保険サービス以外の様々な社会資源を活用できるように
情報提供を行うとともに、ケアマネジメント技術の向上の実践に繋がる研修を行います。 

・介護支援専門員が日常的に円滑な業務が行えるように、介護支援専門員同士の情報交換
会等を設定して連携強化を行います。 

 
（４）介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援業務 

介護予防及び日常生活支援のため、高齢者の心身の状況等に応じて、対象者自らの選択
に基づき、介護予防事業、その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要
な支援を行います。 
 

①基本的な考え方 
・高齢者の心身機能や環境の改善を行い、生活機能の向上や地域社会活動への参加を促し、
生きがいのある生活や自己実現のための取組を支援します。 

・利用者本人が目標を理解した上で、必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に 
取り組めるように、具体的なサービス等の利用を検討し、ケアプランを作成します。 

・サービス利用にあたっては、高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、自立 
支援の視点から、介護予防・生活支援サービス、介護予防サービス、一般介護予防事業、 
住民互助の支え合いや、民間企業等のサービスなど、多様な選択肢を提案し、適切な介 
護予防ケアマネジメントを行います。 
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②実施にあたっての留意点 
･フレイル状態にある高齢者の生活機能の改善を目指し、リハビリテーション専門職と 
同行訪問を行い、アセスメント力向上への取組を強化します。 
･目標志向型のケアプランを提案し、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプロー 
チして支援します。 
･担当する要支援認定者が要介護認定者になった場合、または、要介護認定者が要支援認 
定者になった場合には、ケアマネジメント業務の引継ぎが円滑にできるように、居宅介 
護支援事業所との連携を図ります。 

 

（５）在宅医療・介護連携推進事業 
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で人生の最期まで自分

らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するた
めに、医療機関と介護サービス提供事業所等との連携強化を図ります。 

    

①在宅医療と介護の連携 
・医療・介護従事者等、専門職としての知識を生かした連携が深められるように、多職種
参加の研修会や事例検討会を通じ、多職種連携による支援の実践に繋げます。 

・保健、医療、福祉、介護の関係機関及び行政等で構成される「山口・吉南地区地域ケア 
連絡会議」が実施する会議や研修会に参画し、在宅医療・介護連携の取組を推進します。 

 

（６）生活支援体制整備事業 
高齢者の生活支援及び介護予防の体制づくりに取り組む住民主体の活動団体等と連携し、

地域の実情に応じた多様な主体によるサービス提供体制の整備を図ります。 
 

①生活支援コーディネーターとの連携 
・市社会福祉協議会に配置した市域全体を担当する生活支援コーディネーター（第１層）
や各地域包括支援センターに配置した日常生活圏域等を担当する生活支援コーディネ
ーター（第２層）と連携を図り、地域資源情報等の情報発信、関係者間のネットワーク
の構築、助け合いの生活支援、高齢者の通いの場の創出等に取り組み、住民が共に支え
合う地域づくりを進めます。 

    

（７）認知症総合支援事業 
共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に伴い、認知症になっても本人の

意思が尊重され、希望をもって、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症の人や
家族の意向を生かした支援への取組を強化します。 

    

①認知症への正しい知識の普及 
・幅広い年代を対象に認知症サポーター養成講座を開催するとともに、講座や講演会の中
で認知症の人御本人の意見や意向の発信の機会、様々な媒体を通じた意見の発信等によ
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り、認知症への正しい理解の普及啓発活動を強化します。 
 

②認知症への早期対応・早期診断への支援 
・様々な機会を活用し、認知症のへの理解促進を図ることで、早期対応・早期診断の必要

性、相談窓口等の普及啓発を強化します。 
・認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームと連携し、早期対応・早期診断に向
けた支援を行います。 

・介護保険サービス未利用者訪問を継続し、認知症高齢者の実態把握を行い、必要な支援
に繋げます。 

 

③認知症の人や認知症介護家族への支援 
・認知症地域支援推進員と連携し、認知症の相談業務、認知症カフェの運営・活動支援 
認知症家族会、若年性認知症家族会の運営や支援を行います。 

・認知症の人の年齢や容態等に応じて、必要な制度やサービス等へ繋ぎます。 
・認知症サポーターステップアップ講座を受講したオレンジサポーターと協力して、チー
ムオレンジとして地域での活動の場を広げます。 

 
（８）地域ケア会議推進事業 

支援が必要な高齢者等へ適切な支援を行うため、多様な関係者で検討を行うとともに、
個別ケースの検討によって共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけます。 

     

①個別地域ケア会議の開催 
･個別事例に対する対応や支援方法、支援体制づくり、個別事例を通じた地域課題等の把 
握等について、地域の支援者を含めた多職種が多角的な視点から検討を行います。 

 
②自立支援型地域ケア会議の開催・運営 
･高齢者が自分らしい生活を送れるように、多職種が、目標達成のための意欲的な行動に
つながる具体的な日常生活への助言を行い、自立支援に資するケアマネジメントへの支
援を行います。 

 

③地域別地域ケア会議の開催 
･地域課題の把握や解決に向けた検討及び支援体制の構築、ネットワークの構築を図りま
す。 
 
④地域ケア推進会議 
・市全体にかかわる課題解決に向けた関係組織の調整、ネットワーク化、新たな資源開発、
更には政策化を図ります。 
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（９）一般介護予防事業 
後期高齢者人口の増加により、要支援・要介護認定の増加が見込まれることから、早期

から高齢者自らが積極的に介護予防への取組ができるように働きかけます。 
 

①介護予防の普及啓発 
・早期からの介護予防の取組が必要な地域を選定して、介護予防につながる様々な手段を
活用し、積極的に普及啓発を行います。 
 
②介護予防の推進 
・「いきいき百歳体操」を用いた住民主体の介護予防の通いの場の立ち上げや、継続実施の
ための地域への働きかけを行います。 

・住民主体の通いの場を活用して、閉じこもり予防や栄養改善を含めたフレイル予防に取
り組みます。 

  

（１０）災害時に備えた対応 
・地域包括支援センターが把握する要配慮者(高齢者)を対象に緊急時避難支援アセスメ
ント票を作成・更新することにより、災害時における要配慮者（高齢者）の対応に関す
る情報を把握します。 

・地域における防災に関する会議や訓練に参加して、災害時の対応等を把握します。 
・災害時においても業務が継続できるように、策定した業務継続計画(BCP)に沿った運営
ができるように、年に 1 度、内容の確認や見直しを行います。 

 


